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(57)【要約】
　【課題】化粧効果に、使用性に優れ、さらに落下強度にも優れた固形粉末化粧料を提供
する。
　【解決手段】荷重２ポンドにおけるオルセン針入硬度が６０～９５であり、板状粉体を
６０質量％以上含有する固形粉末化粧料。さらに、板状粉体の表面を、板状粉体に対して
質量比１．０～２．５の二酸化チタンで被覆した複合板状粉体を含有することが好ましい
。固形粉末化粧料は粉体成分と油剤からなる化粧料基剤に揮発性油剤を加えてスラリーと
し、容器に充填した後、発性油剤を除去して調製することが好ましい。
　【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
荷重２ポンドにおけるオルセン針入硬度が６０～９５である固形粉末化粧料であって、板
状粉体を６０質量％以上含有することを特徴とする固形粉末化粧料。
【請求項２】
前記板状粉体として、板状粉体の表面を該板状粉体に対して質量比１．０～２．５の二酸
化チタンで被覆してなる複合板状粉体を含有することを特徴とする請求項１に記載の固形
粉末化粧料。
【請求項３】
前記板状粉体を含有する粉体成分と油剤からなる化粧料基剤に揮発性油剤を加えてスラリ
ーとなし、該スラリーを容器に充填した後、前記揮発性油剤を除去して調製することを特
徴とする、請求項１又は２に記載の固形粉末化粧料。
【請求項４】
複合板状粉体の含有量が化粧料全体の２０質量％～６０質量％であることを特徴とする請
求項１～３何れか１項に記載の固形粉末化粧料。
【請求項５】
板状粉体を６０質量％以上含有する固形粉末化粧料の製造法であって、前記板状粉体とそ
の他の粉体からなる粉体成分及び油剤からなる化粧料基剤に揮発性油剤を加えてスラリー
となし、該スラリーを容器に充填した後、前記揮発性油剤を除去して製造することを特徴
とする固形粉末化粧料の製造法。
【請求項６】
固形粉末化粧料は、荷重２ポンドにおけるオルセン硬度計での針入硬度が６０～９５であ
ることを特徴とする、請求項５に記載の固形粉末化粧料の製造法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　本発明は、使用性及びカバー力に優れた固形粉末化粧料に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パウダーファンデション等の固形粉末化粧料は携帯性に優れていることから、近年、粉
末化粧料の主力となっている。ファンデーションには肌のしみ、くすみ等のトラブルを隠
すいわゆる"カバー力"を挙げるために二酸化チタンが配合されている。しかしながら、二
酸化チタンは凝集力が強く、油と粉体基剤を混合して製造する粉末化粧料中では凝集力の
影響で二酸化チタンの分散が低下し、二酸化チタンを高配合しても、カバー力が効率的に
アップしない、凝集体のために使用感触が悪くなる等の問題が生じる場合があった。これ
らの課題を解決するために、油と粉体基剤を混合する際に揮発性溶剤を共存させ、成型時
に除去する、いわゆる湿式成形法により、固形粉末化粧料中の粉体の分散性を向上させる
試み（例えば、特許文献１、特許文献２を参照）がなされている。しかしながら、これら
の技術に於いては、二酸化チタンの凝集力の影響で、固形粉末化粧料の粉体組成によって
は、溶剤を除去する際に、成形体にひびわれが生じることがあるという問題が生じる場合
があった。また、板状粉体の表面に充分な量の二酸化チタンを被覆したチタン被覆板状粉
体を配合すること（例えば、特許文献３を参照）により粉末化粧料中の二酸化チタン同士
の凝集を低下させ、前記課題を解決しようとする試みもなされており、確かに凝集を抑制
する作用に優れるが、長期間使用すると、これらの技術においても二酸化チタンの凝集力
を低下させる効果の低下が見られ、その表面に部分的な凝集体ができるいわゆる"てかり"
が発生し、化粧料をパフで取ることができないという使用性に問題が生じることがあった
。この問題を解決するため、化粧料の容器への充填圧力を低くすると落下強度が著しく低
下するという新たな問題が生じることもあり、前記てかり抑制と強度とは送斑の関係にあ
ったと言える。その一方で、この様な二酸化チタン被覆板状粉体の含有は、不自然な隠蔽
力を減じつつも、優れたカバー力を発揮する、化粧効果上の長所も存することが判ってい
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したがって、充分なカバー力を有し、てかりなどが長期使用においても発生しない等の、
使用性に優れ、さらに落下強度にも優れた固形粉末化粧料が求められていた。
【０００３】
一方、成型時に締まりの悪い、板状粉体を６０質量％以上含有する固形粉末化粧料に於い
て、揮発溶剤を用いた湿式成型法により固形粉末化粧料のオルセン針入硬度を調節するこ
とにより、最終の成形製品の品質に大きな差異が現れることは全く知られていなかった。
また、一定量以上の二酸化チタンを板状粉体の表面に被覆した、複合板状粉体を配合し、
二酸化チタン自身による不自然な隠蔽力を減じた化粧料であって、いわゆる湿式成型法に
より成形した固形粉末化粧料が充分なカバー力を有し、使用性に優れ、さらに落下強度に
も優れていることも知られていなかった。
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－２９１０７４号公報
【特許文献２】特開２００６－２１３６５１号公報
【特許文献３】特開２００６－２４１０１２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
本発明は、このような事情を背景になされたものであり、板状粉体を６０％以上含有する
、化粧効果に注力した、固形粉末化粧料に於いて、使用性に優れ、さらに落下強度にも優
れた固形粉末化粧料を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　かかる状況を鑑みて、本発明者らは板状粉体を６０％以上含有する、化粧効果に注力し
た、固形粉末化粧料に於いて、使用性に優れ、さらに落下強度にも優れた固形粉末化粧料
を得るべく鋭意研究努力を重ねた結果、板状粉体を６０質量％以上配合した固形粉末化粧
料を、揮発油剤を用いたいわゆる湿式成型法により調製することで、目的とする固形粉末
料が得られることを見出し、本発明を完成するに至った。すなわち、本発明は以下に示す
通りである。
【０００７】
（１）荷重２ポンドにおけるオルセン針入硬度が６０～９５である固形粉末化粧料であっ
て、板状粉体を６０質量％以上含有することを特徴とする固形粉末化粧料。
（２）前記板状粉体として、板状粉体の表面を該板状粉体に対して質量比１．０～２．５
の二酸化チタンで被覆してなる複合板状粉体を含有することを特徴とする（１）に記載の
固形粉末化粧料。
（３）前記板状粉体を含有する粉体成分と油剤からなる化粧料基剤に揮発性油剤を加えて
スラリーとなし、該スラリーを容器に充填した後、前記揮発性油剤を除去して調製するこ
とを特徴とする、（１）又は（２）に記載の固形粉末化粧料。
（４）複合板状粉体の含有量が化粧料全体の２０質量％～６０質量％であることを特徴と
する（１）～（３）何れか１項に記載の固形粉末化粧料。
（５）板状粉体を６０質量％以上含有する固形粉末化粧料の製造法であって、前記板状粉
体とその他の粉体からなる粉体成分及び油剤からなる化粧料基剤に揮発性油剤を加えてス
ラリーとなし、該スラリーを容器に充填した後、前記揮発性油剤を除去して製造すること
を特徴とする固形粉末化粧料の製造法。
（６）固形粉末化粧料は、荷重２ポンドにおけるオルセン硬度計での針入硬度が６０～９
５であることを特徴とする、（５）に記載の固形粉末化粧料の製造法。
【発明の効果】
【０００８】
本発明によれば、板状粉体を６０％以上含有する、化粧効果に注力した、固形粉末化粧料
に於いて、使用性に優れ、さらに落下強度にも優れた固形粉末化粧料を提供することでき
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【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
（１） 本発明の固形粉末化粧料の必須成分である複合板状粉体
本発明の固形粉末化粧料は、板状粉体、具体的には、表面を処理されていても良い、セリ
サイト、マイカ、タルク、カオリン、板状シリカ板状アルミナ、板状硫酸バリウム、板状
窒化ホウ素、ホウケイ酸ガラスフレークなどを６０質量％以上、より好ましくは７０質量
％以上、更に好ましくは７５質量％以上含有するものであって、必須成分として、表面が
二酸化チタンで被覆された複合板状粉体を含有する。ここでいう板状粉体とはアスペクト
比が５０以上のものを指す。二酸化チタンにより表面が被覆される板状粉体は特に限定さ
れないが、雲母、セリサイト、カオリン、板状シリカ、板状アルミナ、板状硫酸バリウム
、板状窒化硼素、ホウケイ酸ガラスフレーク等が好適に例示される。これら板状粉体の粒
径としては、その長径が１～１００μｍであることが好ましい。粒径が小さすぎると固形
化粧料の表面での凝集体（てかり）の発生を防止する効果が低下する場合があり好ましく
ない。また、大きすぎると固形化粧料の嵩密度が高くなりすぎて、引いては落下強度が低
下する場合があるので好ましくない。
【００１０】
これら板状粉体の表面を被覆する二酸化の被覆料は使用時に、肌のトラブルを充分に隠ぺ
いできるほどのカバー力が固形化粧料に付与でされる量であれば特に限定されないが、被
覆する二酸化チタンの板状粉体に対する比は１．０～２．５であることが好ましい。被覆
量が少なすぎると、使用性が良好で、落下強度が維持されても、カバー力が充分でない場
合があり好ましくない。また、被覆量が多すぎると、カバー力が充分であっても、使用性
、落下強度が低下する場合があって好ましくない。
【００１１】
本発明の固形化粧料の必須成分としての複合板状粉体は、さらにその表面を無水珪酸、酸
化鉄等で表面被覆処理されていても良いし、ハイドロジェンメチルポリシロキサン焼付処
理やシリル化処理等の表面処理をされていても良い。
本発明の固形粉末化粧料の必須成分としての複合板状粉体は、例えば、以下の方法で合成
できる。すなわち、チタン塩の水溶液に前述の板状粉体を分散させ、チタン塩から二酸化
チタンを調製し、生成した二酸化チタンを板状粉体の表面に沈積し目的の複合板状粉体を
得る。
また、市販品も存在し、かかる市販品を利用することも可能である。これらの市販品とし
ては「チタンマイカSPM－70」（テイカ製）等が挙げられる。
【００１２】
本発明の固形粉末化粧料の必須成分としての複合板状粉体の含有量は固形粉末化粧料全体
（粉末成分全体）に対して２０質量％～６０質量％であり、２５質量％～５５質量％であ
ることが好ましく、３０質量％～５０質量％であることがさらに好ましい。この時、化粧
料のカバー力を、前記複合板状粉体に委ねるために、表面をハイドロジェンメチルポリシ
ロキサン焼付処理などの表面疎水化処理を施された二酸化チタンも含めて、二酸化チタン
の含有量は３５質量％以下、より好ましくは３０質量％以下に抑えることが好ましい。
該複合板状粉体の含有量が少なすぎると充分なカバー力が得られない場合が有り好ましく
ない。また、含有量が多すぎると使用性、落下強度が低下する場合があって好ましくない
。
【００１３】
（２） 本発明の固形粉末化粧料
　本発明の固形粉末化粧料は、上記の条件を充足し、オルセン硬度計での針入硬度が６０
～９５、より好ましくは、７０～８５であること特徴とする。この様な性状の化粧料を得
るためには、粉体成分及び油剤成分を、揮発性油剤とともに混合、混練りし、これを中皿
に充填し、しかる後に、練合媒である揮発油剤を揮散せしめ、成形することにより製造さ
れる。ここにおいて、本発明で用いることの出来る揮発性油剤は、軽質イソパラフィン、
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ジメチコン、シクロメチコンの何れかであって、沸点が１５０～２５０℃のものが好まし
い。ジメチコンであれば、粘度に換算して１ｍPas・ｓ以下のものがこれに相当する。こ
の様な揮発油剤には既に化粧料原料として市販しているものが存し、この様な化粧品原料
を購入して利用することが出来る。この様な市販品の内、好ましいものとしては出光興産
社製の「ＩＰソルベント１６２０ＭＵ」、信越シリコーン社製の「シリコーンＫＦ９６－
１」などが好適に例示できる。かかる練合媒としての揮発油剤は、唯一種を用いることも
出来るし、二種以上を組み合わせて用いることも出来る。またその量は、重量換算で粉体
成分と油剤成分からなる化粧料基剤の０．２５～１．００倍が好ましい。練合においては
、粉体の二次凝集が出来る限り壊砕出来るような練合が好ましく、具体的には、土練機、
ダブルプラネタリーミキサー等を用いて混合、混練りすることが好ましい。混練りしてス
ラリーを作成し、これを充填した後、揮発性油剤を揮散させて成形するが、揮発性油剤の
揮散条件としては、５０～１００℃で６～４８時間の送風条件が好ましく例示できる。
【００１４】
（３）本発明の固形粉末化粧料に含有される任意成分
本発明の化粧料は、固形粉末化粧料であり、パウダーファンデーション、プレストパウダ
ー等のベースメーク料、パウダーアイカラー、チークカラー等のポイントメーク料への適
用が可能であるが、その使用性を際だたせる点で、使用面積の大きなベースメーク料とし
ての使用が好ましい。この様な種々の固形粉末化粧料に適用するに際して、本発明の固形
粉末化粧料では、通常化粧料で使用される任意成分より、適宜好適な成分を選択し、適用
すべき固形粉末化粧料として好ましい性状のものに加工することが出来る。
【００１５】
かかる任意成分としては、例えば、マカデミアナッツ油、アボガド油、トウモロコシ油、
オリーブ油、ナタネ油、ゴマ油、ヒマシ油、サフラワー油、綿実油、ホホバ油、ヤシ油、
パーム油、液状ラノリン、硬化ヤシ油、硬化油、モクロウ、硬化ヒマシ油、ミツロウ、キ
ャンデリラロウ、カルナウバロウ、イボタロウ、ラノリン、還元ラノリン、硬質ラノリン
、ホホバロウ等のオイル、ワックス類、流動パラフィン、スクワラン、プリスタン、オゾ
ケライト、パラフィン、セレシン、ワセリン、マイクロクリスタリンワックス等の炭化水
素類、オレイン酸、イソステアリン酸、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステ
アリン酸、ベヘン酸、ウンデシレン酸等の高級脂肪酸類、セチルアルコール、ステアリル
アルコール、イソステアリルアルコール、ベヘニルアルコール、オクチルドデカノール、
ミリスチルアルコール、セトステアリルアルコール等の高級アルコール等、イソオクタン
酸セチル、ミリスチン酸イソプロピル、イソステアリン酸ヘキシルデシル、アジピン酸ジ
イソプロピル、セバチン酸ジ－２－エチルヘキシル、乳酸セチル、リンゴ酸ジイソステア
リル、ジ－２－エチルヘキサン酸エチレングリコール、ジカプリン酸ネオペンチルグリコ
ール、ジ－２－ヘプチルウンデカン酸グリセリン、トリ－２－エチルヘキサン酸グリセリ
ン、トリ－２－エチルヘキサン酸トリメチロールプロパン、トリイソステアリン酸トリメ
チロールプロパン、テトラ－２－エチルヘキサン酸ペンタンエリトリット等の合成エステ
ル油類、ジメチルポリシロキサン、メチルフェニルポリシロキサン、ジフェニルポリシロ
キサン等の鎖状ポリシロキサン、オクタメチルシクロテトラシロキサン、デカメチルシク
ロペンタシロキサン、ドデカメチルシクロヘキサンシロキサン等の環状ポリシロキサン、
アミノ変性ポリシロキサン、ポリエーテル変性ポリシロキサン、アルキル変性ポリシロキ
サン、フッ素変性ポリシロキサン等の変性ポリシロキサン等のシリコーン油等の油剤類、
脂肪酸セッケン（ラウリン酸ナトリウム、パルミチン酸ナトリウム等）、ラウリル硫酸カ
リウム、アルキル硫酸トリエタノールアミンエーテル等のアニオン界面活性剤類、塩化ス
テアリルトリメチルアンモニウム、塩化ベンザルコニウム、ラウリルアミンオキサイド等
のカチオン界面活性剤類、イミダゾリン系両性界面活性剤（２－ココイル－２－イミダゾ
リニウムヒドロキサイド－１－カルボキシエチロキシ２ナトリウム塩等）、ベタイン系界
面活性剤（アルキルベタイン、アミドベタイン、スルホベタイン等）、アシルメチルタウ
リン等の両性界面活性剤類、ソルビタン脂肪酸エステル類（ソルビタンモノステアレート
、セスキオレイン酸ソルビタン等）、グリセリン脂肪酸類（モノステアリン酸グリセリン
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等）、プロピレングリコール脂肪酸エステル類（モノステアリン酸プロピレングリコール
等）、硬化ヒマシ油誘導体、グリセリンアルキルエーテル、ＰＯＥソルビタン脂肪酸エス
テル類（ＰＯＥソルビタンモノオレエート、モノステアリン酸ポリオキエチレンソルビタ
ン等）、ＰＯＥソルビット脂肪酸エステル類（ＰＯＥ－ソルビットモノラウレート等）、
ＰＯＥグリセリン脂肪酸エステル類（ＰＯＥ－グリセリンモノイソステアレート等）、Ｐ
ＯＥ脂肪酸エステル類（ポリエチレングリコールモノオレート、ＰＯＥジステアレート等
）、ＰＯＥアルキルエーテル類（ＰＯＥ２－オクチルドデシルエーテル等）、ＰＯＥアル
キルフェニルエーテル類（ＰＯＥノニルフェニルエーテル等）、プルロニック型類、ＰＯ
Ｅ・ＰＯＰアルキルエーテル類（ＰＯＥ・ＰＯＰ２－デシルテトラデシルエーテル等）、
テトロニック類、ＰＯＥヒマシ油・硬化ヒマシ油誘導体（ＰＯＥヒマシ油、ＰＯＥ硬化ヒ
マシ油等）、ショ糖脂肪酸エステル、アルキルグルコシド等の非イオン界面活性剤類、ポ
リエチレングリコール、グリセリン、１，３－ブチレングリコール、エリスリトール、ソ
ルビトール、キシリトール、マルチトール、プロピレングリコール、ジプロピレングリコ
ール、ジグリセリン、イソプレングリコール、１，２－ペンタンジオール、２，４－－ヘ
キシレングリコール、１，２－ヘキサンジオール、１，２－オクタンジオール等の多価ア
ルコール類、ピロリドンカルボン酸ナトリウム、乳酸、乳酸ナトリウム等の保湿成分類、
グアガム、クインスシード、カラギーナン、ガラクタン、アラビアガム、ペクチン、マン
ナン、デンプン、キサンタンガム、カードラン、メチルセルロース、ヒドロキシエチルセ
ルロース、カルボキシメチルセルロース、メチルヒドロキシプロピルセルロース、コンド
ロイチン硫酸、デルマタン硫酸、グリコーゲン、ヘパラン硫酸、ヒアルロン酸、ヒアルロ
ン酸ナトリウム、トラガントガム、ケラタン硫酸、コンドロイチン、ムコイチン硫酸、ヒ
ドロキシエチルグアガム、カルボキシメチルグアガム、デキストラン、ケラト硫酸，ロー
カストビーンガム，サクシノグルカン，カロニン酸，キチン，キトサン、カルボキシメチ
ルキチン、寒天、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、カルボキシビニルポリ
マー、ポリアクリル酸ナトリウム、ポリエチレングリコール、ベントナイト等の増粘剤、
表面を処理されていても良い、マイカ、タルク、カオリン、合成雲母、炭酸カルシウム、
炭酸マグネシウム、無水ケイ酸（シリカ）、酸化アルミニウム、硫酸バリウム等の粉体類
、表面を処理されていても良い、ベンガラ、黄酸化鉄、黒酸化鉄、酸化コバルト、群青、
紺青、酸化チタン、酸化亜鉛の無機顔料類、表面を処理されていても良い、通常の雲母チ
タン、魚燐箔、オキシ塩化ビスマス等のパール剤類、レーキ化されていても良い赤色２０
２号、赤色２２８号、赤色２２６号、黄色４号、青色４０４号、黄色５号、赤色５０５号
、赤色２３０号、赤色２２３号、橙色２０１号、赤色２１３号、黄色２０４号、黄色２０
３号、青色１号、緑色２０１号、紫色２０１号、赤色２０４号等の有機色素類、ポリエチ
レン末、ポリメタクリル酸メチル、ナイロン粉末、オルガノポリシロキサンエラストマー
等の有機粉体類、パラアミノ安息香酸系紫外線吸収剤、アントラニル酸系紫外線吸収剤、
サリチル酸系紫外線吸収剤、桂皮酸系紫外線吸収剤、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤、糖
系紫外線吸収剤、２－（２'－ヒドロキシ－５'－ｔ－オクチルフェニル)ベンゾトリアゾ
ール、４－メトキシ－４'－ｔ－ブチルジベンゾイルメタン等の紫外線吸収剤類、エタノ
ール、イソプロパノール等の低級アルコール類、ビタミンＡ又はその誘導体、ビタミンＢ
６塩酸塩，ビタミンＢ６トリパルミテート，ビタミンＢ６ジオクタノエート，ビタミンＢ
２又はその誘導体，ビタミンＢ１２，ビタミンＢ１５又はその誘導体等のビタミンＢ類、
α－トコフェロール，β－トコフェロール，γ－トコフェロール，ビタミンＥアセテート
等のビタミンＥ類、ビタミンＤ類、ビタミンＨ、パントテン酸、パンテチン、ピロロキノ
リンキノン等のビタミン類などが好ましく例示できる。これらの内で、油剤として揮発性
油剤に分類されないジメチコン、概ね、粘度が１０ｍPas・ｓ以上を使用する場合、前記
揮発性油剤の溶存を防ぐ意味で、１気圧、２５℃の条件で液状の脂肪酸トリグリセライド
を、前記ジメチコンに対して０．１～１質量部含有することが好ましい。前記脂肪酸トリ
グリセライドとしては、２－エチルヘキサン酸トリグリセライドが好ましく例示できる。
【００１６】
以下、実施例を挙げて本発明を詳細に説明するが、本発明が実施例のみに限定されないこ
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とは言うまでもない。
【実施例】
【００１７】
＜製造例１＞二酸化チタン被覆セリサイト
１Ｌビーカーに水５００ｍｌをとり、ディスパーを用いてセリサイト５０ｇを分散させた
。攪拌条件下、この分散液に硫酸チタニル１００．１ｇを水１００ｍｌに溶解した溶液及
び水酸化ナトリウム５０．１ｇを溶解した溶液、分散液のｐＨを５～８に保ちながら同時
に滴下した。滴下が終了した後、ｐＨを８に調整し、系を８０℃に保ちながら、2時間攪
拌を続け、二酸化チタンをセリサイト表面に被覆した複合板状粉体１を得た。
【００１８】
＜実施例１～４＞　＜比較例１～３＞
以下に示す行程に従って固形化粧料であるパウダーファンデーションを作成した。すなわ
ち、実施例１～４及び比較例１に於いては、表１（イ）成分をヘンシェルミキサーで混合
した後、パルベライザーで粉砕した。その後、再びヘンシェルミキサーでこの混合物を攪
拌しながら（ロ）成分を添加し、混合を続け、化粧料基剤を得た。得られた化粧料基剤を
ヘンシェルミキサーから取り出した後、再びパルベライザーで粉砕し、ダブルプラネット
ミキサー（ＤＰＭ）中で、質量換算で化粧料基剤１に対してイソパラフィン０．５の割合
で混練しスラリーを作成した。このスラリーをアルミ中皿に充填し、真空条件下でイソパ
ラフィンを除去してパウダーファンデーションを得た。また、比較例２、３に関しては（
イ）成分及び（ロ）成分を混合しヘンシェルミキサーで粉砕した後、金型を用いて半自動
プレス機により比較例２に関しては１５kg/cm2のプレス圧、比較例３に関しては４０kg/c
m2のプレス圧でアルミ中皿に充填した。なお、表1中の数字は質量％を表す。
また、荷重２ポンドでのオルセン硬度を併せて表１に示す。
【００１９】
【表１】

１）被覆二酸化チタンのマイカに対する比が１．０以下の本発明に含まれないチタン被覆
マイカ
＊ ２）被覆二酸化チタンのマイカに対する比が２．３である本発明のチタン被覆マイカ
＊　比較例１においてはイソパラフィン除去後、パウダーファンデーション表面にヒビが
入り、使用不能となった。
【００２０】
＜試験例１＞パウダーファンデーションの連続使用テスト。
実施例１～４、比較例２及び比較例３のパウダーファンデーションの表面をパフにて何度
もこすり続け、連続使用におけるファンデーションのパフへの取れ性を評価した。実施例
１～４及び比較例２においてはアルミ中皿の底がみえるまで問題なく使用できたが、比較
例３においては表面に凝集体（いわゆるてかり）ができ使用途中でパフへの取れ量が著し
く低下し、使用不可能となった。
【００２１】
＜試験例２＞　パウダーファンデーションの官能評価
実施例１～４及び比較例２～３のパウダーファンデーションを肌に塗布した場合の使用感
を評価した。すなわち熟練した評価者５名により実施例１～４及び比較例１～２のパウダ
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点とした。結果を表２に示す。
（１） パフへの取れかた　　　良い；５　やや良い；４　普通；３　やや悪い；２　悪
い；１
（２） 肌への密着性（粉浮きの程度で判定）　良い；５　やや良い；４　普通；３　や
や悪い；２　悪い１
（３） シミ等の肌トラブルのカバー力；５　僅かに感じる；４　感じる；３　かなり感
じる；２　はっきり感じる；１
【００２２】
＜試験例３＞パウダーファンデーションの落下強度テスト
アルミ中皿に充填した実施例１～４及び比較例２～３のファンデーションをスチレン性の
緩衝材で包装し、一個箱に入れた後、２５ｃｍの高さから落下した。各サンプルについて
この試験をｎ＝５で行い、割れたり、かけたりしたファンデーションの数をもって落下強
度とした。結果を表２に併せて示す。数字が小さいほど落下強度が高いことを示す。
【００２３】
【表２】

【００２４】
　試験例１～３より本発明の固形化粧料はシミ等の肌トラブルのカバー力に優れ、かつ、
二酸化チタンの分散性の悪さ等に由来する凝集体が生じて使用性が低下する等の問題も生
じず、落下強度も維持できるという使用性、ともに優れることが証明された。
【産業上の利用可能性】
【００２５】
化粧料　特にメークアップ化粧料に有効に活用できる。
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